
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 27年 9月 17日 第 27‐20号 

 

 

 

 

 

 

        
⑥ページ     小中学生の登下校の見守りをお願いします。 

 

            ⑫農作業中の事故が多発しています                                 
  
農作業による事故は、茨城県で 167件、うち死亡事故は 17件発生（平成 25年度発生件数）し

ています。 

事故を防止するため、特に次のことに注意してください。 

・農業機械の使用者は自身の安全と補助者等の安全を確保するため、機械を正しく操作すること 

・使用者は自身の体調および身体能力を鑑み、農作業に従事すること 

・農業機械は日常および定期の点検整備を行い、常に安全で良好な状態を保つこと 

・作業に適した服装および安全防護具を使用すること 

・万一、事故が発生した時のために労災保険等各種補償制度へ加入すること 

問 農政課（内線 527） 

 

 
⑬文化活動を行っている団体・個人を支援します～平成 28年度文化活動事業費助成～                                
  
茨城県内で行われている、県民の皆さんの自主的で個性的な文化活動を支援するため、文化活

動を行っている団体または個人の発表活動等を対象に、事業費の一部を助成します。 

対象者 次のすべてに該当する団体または個人 

・県内に活動の本拠があり、団体（個人）の住所が県内にあること 

・原則として一定の文化活動の実績があり、事業を完遂できる見込みがあること 

・団体の場合は、定款や規約などを有し、代表者が明らかであり、会計経理が明確で 

過去の決算書を提出できること 

※営利活動を目的とする団体等は除きます。 

※前年度に助成を受けた団体または個人は対象となりません。 

対象事業 ※国または地方公共団体等の公的助成や他の公益法人からの助成を受けている事業 

は対象となりません。 

①活動成果発表事業 

日頃の文化活動の成果を発表するもの（美術展、音楽会、演劇、舞踊、茶道、華道等の発表会 

など）。ただし、特定の会員、クラブ、流派（教室等）に係る事業は原則として対象になりません。 

②各種大会等参加事業 

全国大会、関東大会等での成果発表事業で、県代表もしくはこれに準じた資格で参加するもの。 

例として、国際事業等で相手国から正式な招待を受けたなど。 

③文化活動団体備品整備事業 

文化活動団体がその文化活動に必要な楽器および伝統・郷土芸能用具等の購入または修理をす 

るもの。ただし、通常の団体運営に必要な備品は対象となりません。 

④刊行物発刊事業 

文芸作品、郷土史、伝説、動植物等、郷土の研究に関するもので、地域の特色ある文化を取り 

上げ、地域の文化・学術の発展に寄与するもの。 

⑤上記以外の活動で、地域文化の振興に寄与する事業や、その他特に必要と認める事業 

助成額 対象経費の 2分の 1以内（国際文化交流事業は 3分の 1以内）で、50万円を限度とします。 

対象事業の実施期間 平成 28年 4月 1日から平成 29年 3月 31日の間に実施する事業 

申込方法 事務局へ電話または FAXでご連絡ください。申請書等の様式をお送りします。申請書 

等は、（公財）いばらき文化振興財団ホームページからもダウンロードできます。 

申込期限 12月 28日（月）必着 

申・問 （公財）いばらき文化振興財団 ℡ 029-305-0161 FAX 029-305-0163  

     ※土日・祝日を除く 

     ホームページ http://www.icf4717.or.jp/ 

 

 

募 集                       

 8 月に開催した首都圏の大学等に在学している学生を対象としたタウントーキング「U 活プロ

ジェクト」の第 2弾として、本市出身で県内の大学や専門学校に在学する学生を対象として開催

します。テーマは、地方創生「ふるさと笠間に求めること」などです。市長、市議会議長、教育

長と熱く笠間の未来を語り合いませんか。 

日時 10月 12日（月・祝）午前 11時～午後 2時（午前 10時 45分現地集合） 

会場 あたご天狗の森スカイロッジ（笠間市上郷 2775-7） 

内容 1部：懇談会 午前 11時～午後 0時 30分 

2部：バーベキュー（昼食無料）午後 0時 30分～2時 

申込方法 電話または申込フォームからお申し込みください。 

     （笠間市ホームページトップ⇒トピックス⇒申込フォーム） 

申込期限 10月 5日（月）午後 5時 15分 

申・問 秘書課（内線 225） 

 

⑭市長と学生の懇談会 U活プロジェクト第 2弾 

『「住み続けたい」ふるさと笠間を考えてみよう 』の参加者を募集します 

申込フォーム 

                   ⑮笠間市就職面接会の参加者を募集します                                                             
  
笠間市では、主に平成 28 年 3 月に高校・大学等を卒業する方を対象とした就職面接会を開催

します。ぜひご参加ください！参加費は無料です。 

日時 11月 19日（木）午後 1時～3時（受付は午後 0時 30分～） 

会場 友部公民館（笠間市中央 3-3-6） 

対象 ・県内の高校生（平成 28年 3月卒業予定者） 

   ・大学、短期大学、専門学校生（平成 28年 3月卒業予定者） 

      ※卒業後おおむね 3年以内の既卒者を含む 

事業所数 市内に事業所が所在し、ハローワーク笠間に求人登録している事業者 

約 20社（予定） 

申込方法  ・高校卒業予定の方 

        学校の進路指導担当の先生に参加希望の旨をお伝えください。進路指導担当の先 

生は、取りまとめうえ、商工観光課へご連絡ください。 

・大学等卒業予定の方および既卒 3年以内の方 

商工観光課へご連絡ください。なお、当日参加も可とします。 

申込期限 10月 16日（金） 

※高校卒業予定者のみ。大学等卒業予定者については、上記期限後も随時申込みを受 

け付けます。 

申・問 商工観光課（内線 510・511） 

 

 

            
「デマンドタクシーかさま」土曜日試験運行中！！ 
試験運行期間：平成 28年 3月 26日（土）まで   

     笠間市商工会友部事務所 ℡ 0296-77-0532 企画政策課（内線 553）   ⑦ページ                  

 


